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介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律について（抜粋） 

 

社援発 0622 第 1 号 平成 23 年 6 月 22 日 

厚生労働省社会・援護局長通知 

第一 社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正関係  

１ 介護福祉士による喀痰吸引等の実施  

① 介護福祉士は、喀痰吸引その他の身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者が日常生活を営

むのに必要な行為であって、医師の指示の下に行われるもの（厚生労働省令で定めるものに限る。）を行うことを業とするものと

すること。 

  なお、厚生労働省令においては、喀痰吸引（口腔内・鼻腔内・気管カニューレ内部）及び経管栄養（胃ろう・腸ろう・経鼻経

管栄養）を定める予定であること。  

② 介護福祉士は、保健師助産師看護師法の規定にかかわらず、診療の補助として喀痰吸引等を行うことを業とすることができる

ものとすること。  

２ 認定特定行為業務従事者による特定行為の実施  

① 介護の業務に従事する者（介護福祉士を除く。）のうち、認定特定行為業務従事者認定証の交付を受けている者は、保健師助産

師看護師法の規定にかかわらず、診療の補助として、医師の指示の下に、特定行為（喀痰吸引等のうち当該認定特定行為業務従

事者が修了した喀痰吸引等研修の課程に応じて厚生労働省令で定める行為をいう。以下同じ。）を行うことを業とすることがで

きるものとすること。  

②  認定特定行為業務従事者認定証は、介護の業務に従事する者に対して認定特定行為業務従事者となるのに 

必要な知識及び技能を修得させるため、都道府県知事又はその登録を受けた者が行う喀痰吸引等研修の課程を修了したと都道府

県知事が認定した者でなければ、その交付を受けることができないものとすること。  

３ 登録研修機関  

都道府県知事は、登録を申請した者が喀痰吸引等に関する法律制度及び実務に関する科目について喀痰吸引等研修の業務を実

施するものであること等の要件の全てに適合しているときは、登録研修機関の登録をしなければならないものとすること。  

４ 喀痰吸引等業務等の登録  

①  自らの事業又はその一環として、喀痰吸引等又は特定行為の業務を行おうとする者は、その事業所ごとに、その所在地を管轄

する都道府県知事の登録を受けなければならないものとすること。  

②  都道府県知事は、登録を申請した者が医療関係者との連携が確保されているものとして厚生労働省令で定める基準に適合して

いること等の要件の全てに適合しているときは、登録喀痰吸引等事業者又は登録特定行為事業者の登録をしなければならないも

のとすること。  

５ その他  

①  この法律の施行の際現に介護の業務に従事する者であって、この法律の施行の際必要な知識及び技能の修得を終えている特定

行為について、喀痰吸引等研修の課程を修了した者と同等以上の知識及び技能を有する旨の都道府県知事の認定を受けた者に対

しては、認定特定行為業務従事者認定証を交付することができるものとすること。 

②  登録研修機関及び登録特定行為事業者の登録並びに喀痰吸引等研修の課程を修了した者と同等以上の知識及び技能を有する

旨の都道府県知事の認定の手続については、施行日前においても行うことができるものとすること。  

第二 社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律の一部改正  

１ 介護福祉士の資格取得方法の見直しに係る改正規定の施行期日の変更  

介護福祉士の資格取得方法の見直しに係る改正規定の施行期日を､平成２４年４月１日から平成２７年４月１日に変更すること｡ 

（参考）  

社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律（平成１９年法律第１２５号。以下「１９年改正法」という。）における

介護福祉士の資格取得方法の見直しの内容については、以下のとおりであること。  

① 実務経験者について、３年以上の実務経験に加えて、新たに、実務者研修（６ヶ月研修）の受講を義務付けたこと｡  

②  介護福祉士養成施設等の卒業者について、新たに、介護福祉士試験への合格を義務付けたこと。  

２ その他  

介護保険法等改正法の施行により、実務経験者に係る実務者研修の受講義務付けの施行期日は平成２７年４月１日に変更され

るが、実務経験者が希望する場合には、それ以前であっても、実務者研修を受講できるようにする予定であること。  

そのため、本年秋頃を目途として、実務者研修の早期受講を可能とするために必要な関係省令等を策定する予定であること。 


